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市で行っている市民相談一覧（無料）休館日や相談員の都合などにより、
休みをいただく場合があります。

法律相談【要予約】予約専用電話　蕁23・4400
　木曜日・第2火曜日　市役所1階市民相談室
　※前日（前日が祝日の場合は前々日）の午前9時から電
話で予約受付。先着8人。相談時間は20分以内。なお、
時間の指定はできません。
一般相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
交通事故相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室
行政相談　蕁33・1131
　第2月曜日、第4火曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
司法書士相談　蕁33・1131
　第1金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
土地家屋調査士相談　蕁33・1131
　第3金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
不動産相談　蕁33・1131
　第2・4金曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
税務相談　蕁33・1131
　第3月曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室

特設人権相談　蕁33・1131
　第2・3・4水曜日　午後1時～3時
　市役所1階市民相談室
消費生活相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午後1時～4時
　市役所1階消費生活センター
人権相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階人権市民協働課相談室
家庭児童相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時30分～午後4時
　市役所1階児童福祉課
母子寡婦相談　蕁33・1131
　月・木曜日　午前9時～午後5時
　市役所1階児童福祉課
高齢者総合相談　蕁21・0294
　月～金曜日　午前9時～午後5時15分
　高齢者保健・福祉支援センター（ベルセンター）
心配ごと相談　蕁21・9871
　火曜日　午後1時30分～3時30分
　総合福祉センター
教育・幼児教育相談　蕁31・4460
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　教育支援センター
　心の相談ホットライン（蕁26・0005）

医療相談　蕁32・5622
　月～金曜日　午前9時～午後4時　市立病院
防火相談　蕁21・0119
　毎日　午前9時～午後5時　消防本部
労働相談　蕁23・8689
　火～日曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
就労相談【要予約】　蕁23・8689
　火～金曜日　午前9時～午後5時
　地域経済課・労働政策担当（勤労青少年ホーム内）
住宅相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　市役所2階まちづくり政策課
福祉なんでも相談【要予約】蕁21・0294
　第2・４金曜日 午後1時～午後3時
　地域包括支援センター
女性相談（面談は要予約）
　にんじんサロン 蕁21・6500
　火～金曜日　午前10時～午後5時
　人権市民恊働課 蕁33・9208
　月～金曜日　午前9時～午後5時

犯罪被害者相談　蕁33・1131
　月～金曜日　午前10時～午後4時30分
　市役所1階市民相談室

　　　携帯サイトのQRコード：なお閲覧には、通信料が必要です。→

この広報紙は、再生紙を使用しています。また広報紙が届かない世帯の人は、秘書広報課へお問い合わせください。
本市の情報は、インターネットや携帯サイトからもご覧になれます。
PC　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/　　　　携帯　http://www.city.izumiotsu.lg.jp/m/

市役所窓口業務は月～金曜日（土・日曜日、祝日と 12 月 29 日～1 月 3 日の
年末年始を除く）午前 8時 45分から午後 5時 15分まで行っています。

泉大津市公式 facebook ページに「いいね！」お願いします。
（アカウント名：泉大津市役所）

続泉大津の寺院今昔⑺ 弘法寺①

弘法寺は江戸中ごろまで長井村にあった高野山宝光
院末の真言宗寺院です。元禄4年（1691）の史料（泉
穴師神社文書）によれば、敷地面積は153坪（約506
㎡）で境内には観音堂があったと記されています。
寛保元年（1741）、弘法寺は長井村から池田下村

（現和泉市池田下町）に移転します。堤家文書によれば、
長井村と池田下村双方から弘法寺の移転を、堺奉行所
に願い出て許されています。江戸時代、寺院の建設・
移転の際には、役所の許可が必要でした。
弘法寺があった土地はもともと除地（年貢免除地）

でしたが、寺が移転したことで村の土地となり、翌寛
保2年（1742）から年貢が課されるようになりました。
ただし、当分の間は年貢が軽減される見取地として扱
われました。
池田下村には庄屋の高橋家とゆかりのある庵がもと

もと存在し、そこが「弘法寺」を称することになりま
した。弘法寺は今も和泉市池田下町に現存しています。
現在、長井村にあった弘法寺の跡地は駐車場や住宅

地になっていますが、「弘法寺」の名は小字として地域
に伝えられています。

次回は　続泉大津の寺院今昔⑻をお伝えします。

元禄元年(1688)「長井村寺社之覚」（堤家文書）にみえる弘法寺




